
船舶事故調査報告書 

令和３年１２月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年６月６日 １１時３０分ごろ 

発生場所 広島県広島市小カクマ島東方沖 

広島港似
にの

島家下
や じ た

防波堤北灯台から真方位２８１°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°１９.１′ 東経１３２°２４.５′） 

事故の概要 水上オートバイＧＰ１８００は航行中、また、水上オートバイレ 

ディーは停止中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年６月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ＧＰ１８００、０.２トン 

２７１－３９５０１広島、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ レディー、０.２トン 

２４０－６７６８８広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約１.９m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船及びもう１隻の水上オート

バイ（以下「Ｃ船」という。）と共にマリーナを出発し、目的地に向

かってＢ船の左斜め後方を約１００～１５０ｍ離して約６０km/h の速

力（対地速力、以下同じ。）で航行中、船長Ａが、波しぶきが目に 

入ったので、左腕でぬぐっていたところ、無意識のうちに右にハンド

ルが取られ、Ａ船の右舷船首部が前路で停止していたＢ船の左舷中央

部に衝突した。 

Ｃ船の船長は、携帯電話で１１８番通報を行った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を後部座席に同乗させ、Ａ船及びＣ船と共に約６０km/h の速

力で航行中、船長Ｂが、同乗者Ｂから携帯電話で写真を撮りたいと話

しかけてきたので、減速しながら停止させた。 

船長Ｂは、左方から緩やかに右旋回しながら接近するＡ船に気付い

たものの、どうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

同乗者Ｂは、左下腿部に裂傷を負った。 



 

Ａ船、Ｂ船及びＣ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 Ａ船は、Ｂ船の左斜め後方を約１００～１５０ｍ離して航行中、船

長Ａが、目に入った海水をぬぐう際、左手をハンドルから離して左腕

で目をぬぐいながら航行を続けたことから、無意識のうちに右にハン

ドルが取られ、緩やかに右旋回しながら前路で停止していたＢ船に衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船の右斜め前方を航行中、船長Ｂが同乗者Ｂから写真を

撮りたいと話しかけてきたことから、減速しながら停止させたものと

推定される。 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船の左斜め後方を航行中、船長Ａが、目に入っ

た海水をぬぐう際、左手をハンドルから離して左腕で目をぬぐいなが

ら航行を続けたため、無意識のうちに右にハンドルが取られ、Ａ船が

緩やかに右旋回しながら前路で停止していたＢ船に衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、波しぶきが目に入るなどして周囲の見

張りに支障をきたすことになった場合、周囲を確認した上で、航

行を続けずに停止して措置すること。 

・水上オートバイの船長は、高速で接近する小型船舶の前方で停止

しないことが望ましい。 


